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第１節　保存の方向性

　「史跡狭山池」にとっての「保存」とは、その本質的価値を現在から未来へと確実に維持・継承し、望ま
しい状態を創出することである。
　ダム機能、溜め池機能の維持管理と共存できる形で、保存継承していく事が求められる。
　様々な機能を持つ「狭山池」を管理運営する中で、「史跡狭山池」の本質的価値を構成する要素を良好な保
存状態で維持する必要がある。そのためには「史跡狭山池」を構成する要素の具体的な「めざすべき保存状態」
を目標として掲げ、その実現に向けてさまざまな方法を用いて状態を維持・創造することに努めなければならない。
　ここでは、保存の内容について、構成要素の分類を基準とした全体の方向性を提示する。

１. 狭山池特有の価値を構成する諸要素

（１）．史跡狭山池にあって現代まで続く、歴史的背景を持つ機能的要素

（史跡内）
【保存の方向性】
　大阪狭山市および狭山池の歴史を伝える文化財として、現状保存を原則とする。
　維持管理を行う関係機関との調整を図りながら保存に努める。
　損傷の恐れのあるものは、その要因の停止、もしくは除却を図る。損傷したものはその復旧をはかる。
　「狭山池」がその機能において、要求される性能を満たしていないと判断された場合、または将来の
機能低下が問題になると評価された場合は、維持管理を行う関係機関との調整を図り、補修や補強など
の対策を講じる。その際「歴史的背景を持つ機能的要素」が滅失・き損・衰亡しないように、文化庁や
大阪府教育庁と十分に協議を行い、許可を得ることとし、史跡狭山池の本質的価値が適切に保存される
ように努める。

【保守点検の方向性】
　狭山池ダムは、農業用の溜め池として貯水量 180 万㎥、ダム機能としての洪水調節容量 100 万㎥、総
貯水量 280 万㎥を貯水・調整できる機能を有する。
　溜め池機能を保つための池の堤体、農業用途として、池の水を下流域へ必要量流すための第一取水
設備、第二取水設備がある。
　ダム機能を保つ施設としては、ダムの堤体、堤体の状況を監視するための堤体観測装置類、水量の
監視を行う水位計などの計器類、洪水時の監視を行うモニターカメラ、非常時アナウンス用のスピーカー
及び鋼管柱、非常時や維持管理の水を強制排水するための緊急放流ゲートがある。
　これらの機能維持のため、堤体の高さ、位置の計測、堤体内にある観測装置及び管理事務所やゲート、
室内の機器類の保守・点検はダム機能を維持するためには必要不可欠である。
　また、池の環境を保全する施設として、水質悪化軽減を目的とした曝気装置、上面利用者等の安全確
保を目的とした安全柵などもダムの施設として、その機能を維持する必要がある。
　このため、これらの機能（安全性・確実性・使用性・第三者への影響に関する性能・美観・景観等）
を許容範囲内に維持できるような行為を「狭山池の保守点検」とする。
　「史跡狭山池の保守点検」は、史跡狭山池を構成する諸要素、整備施設等の状況に応じた日常的、
定期的、臨時的な点検・保守の行為とする。
　上記の保守点検については、史跡への影響が軽微と認められる場合は、現状変更許可申請を必要とし
ない行為とすることで、狭山池ダム機能の維持管理に必要な行為がより滞りなく進められるように努める。
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【維持管理の方法】
　　「史跡狭山池の維持管理」とは、き損・破損や劣化を防ぎ、現状を維持するための行為とする。

【例】清掃・剪定・草刈・劣化材の補修等
　「狭山池の維持管理」とは、狭山池の持つ機能的要素の維持管理の範疇に当てはまる行為とする。

【例】浚渫・機能劣化に対する補修等
　上記の維持管理については、史跡への影響が軽微であると認められる場合は、現状変更許可申請を
必要としない行為とし、史跡狭山池の維持管理が滞りなく進められるように努める。

【非常災害時の対応―必要な応急措置―】
【１】地震や豪雨等の非常災害時に、危険にさらされている生命・財産を守るための応急的な措置、「狭
山池」の機能維持、「狭山池」のき損や滅失を未然に防止するために行う応急的な措置。
⇒「狭山池に対する応急措置」

【２】地震や豪雨等の非常災害時に、史跡狭山池の構成要素のき損や滅失を未然に防止するために行う
応急的な措置。
⇒「史跡  狭山池に対する応急措置」

【１】【２】の応急措置については、危険にさらされている生命・財産を守るための行為を優先し、措置
を進めることができる。この時、文化財保護法第 33 条及び第 127 条に定めのある「き損届」「復旧届」「復
旧報告」を文化庁長官に届ける必要がある。この際、き損以前の状況に復旧する行為以外に改善等の措
置を含めて工事を行う場合には、現状変更の対象となるため、協議、申請が必要。

【現状変更の基準】
　「史跡狭山池」価値を顕在化するために行う整備は認める。また、調査、保存のための行為とそれにと
もなう整備を認める。「史跡狭山池」の持つ価値を減じる行為は、非常災害時をのぞき、これを認めない。

「史跡狭山池」の持つ価値を減じる行為とは、「歴史的背景を持つ機能的要素」が滅失または、き損・衰亡の恐
れのある行為。「歴史的背景を持つ機能的要素」を含む景観を阻害または著しく減じると認められる行為とする。

（２）狭山池と一体となって、歴史的・機能的・文化的価値を構成する諸要素

（史跡内）
【保存の方向性】
　大阪狭山市および狭山池の歴史を伝える文化財として、維持管理を行う関係機関との調整を図りなが
ら保存活用に努める。現状保存を原則とする。損傷のおそれのあるものは、その要因の停止もしくは除
却を図り、損傷したものは、その復旧をはかる。耐用年数を迎えたものや、枯死消滅したものは、改修・
更新時点の社会的情勢、要請等で判断する。
　維持管理、保守点検、非常災害時の方向性及び現状変更の基準については、「１－（１）史跡狭山池
にあって、現在まで続く歴史的背景を持つ機能的要素」に準ずる。

（３）狭山池の歴史的価値・機能的価値の説明に不可欠な動産資料

（史跡内から移動・史跡外）
　過去に史跡狭山池内にあった、現在まで続く歴史的背景を持つ機能的要素を構成していた要素

【保存の方向性】
　史跡狭山池の歴史を伝える文化財として、維持管理を行う関係機関との調整を図りながら保存活用に努める。
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（１）狭山池の歴史的価値・文化的価値の説明を補完する諸要素

（史跡内および史跡外〔市内〕）
【保存の方向性】
　史跡狭山池の歴史を伝える文化財として保存に努め、現状維持を原則とする。
　損傷の恐れのあるものは、その要因の停止もしくは除去を図る。耐用年数を迎えたもや、枯死消滅し
たものは、改修・更新時点の社会的情勢、要請等で判断する。

（２）現在の狭山池の機能を維持するために必要な要素及び便益施設

【保存の方向性】
　維持管理を行う関係機関と調整を図り、史跡狭山池の価値を損なうことのないよう管理を行い、現状
維持を原則とする。損傷の恐れのあるものは、その要因の停止もしくは除却を図る。耐用年数を迎えた
ものは、改修・更新時点の社会的情勢、要請等で判断する。
　史跡狭山池の価値を損なうことのない範囲で多様な目的を持って訪れる人びとの利用に応じた適切な
管理を行う。現状維持を原則とする。
　以上、【維持管理】【現状変更の方向性】【非常災害時に必要な応急措置】の項目は、１－（１）に準ずる。

（３）周辺の環境を構成する要素

　史跡狭山池の周辺に位置し、狭山池の周辺環境を構成する要素と関連を持つ要素。
　史跡狭山池の価値を損なうことのない範囲で、多様な目的を持って訪れる人びとの利用に応じた適切
な管理を行う。

（４）保護に有効でない要素

　史跡狭山池及びその周辺にあり、史跡狭山池の保護に有効でない要素。
　当該要素が発生した場合には、除却等の取扱いについて検討する。

２. その他の諸要素

西除川流入口付近から見た狭山池の水面
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　先に述べた、保存、維持管理の方向性に基づき、史跡狭山池で想定される保存および維持管理に伴
う行為の現状変更の取り扱いについて、下記のように行う。
　下記に記載のない事項が、発生した場合は、原因者と大阪狭山市教育委員会（以下、「市教委」という）
が協議を行い、大阪府、文化庁とともに、対応を検討する。

１. 現状変更の取り扱い方針と基準

第２節　保存の具体的な方法
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Ａ . 適用の範囲
    現状変更等の取扱いについては、史跡狭山池指定地の範囲内において適用する。

Ｂ . 現状変更等の許可申請の対象となる行為
 ・ 現状を変更する行為、または保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」という）については、
 文化庁長官の許可を得る必要がある。（「文化財保護法」（以下「法」という）第 125 条第１項）
 ・ ただし「維持の措置」「非常災害のために必要な応急措置」「保存に影響を及ぼす行為で影響の        
    軽微なもの」については、許可不要行為（法第 125 条第１項ただし書き）となる。
    現状変更等の行為の中で、軽微なものについては、大阪狭山市教育委員会がその事務を行う（法施行     
    令第５条第４項）。
 ・き損が生じた際に、応急的かつ緊急的に復旧工事を行う場合は、「き損届」（法第 127 条が適用する
    第 33 条）「復旧届」（法第 127 条）を文化庁長官に届け出る必要がある。この際、き損以前の状態に
    復旧する行為以外に改善等の措置を含めて工事を行う際には現状変更の対象行為となる。

Ｃ .「維持の措置」の範囲
    法第 125 条第１項ただし書きにある「維持の措置」の範囲は、「特別史跡名勝天然記念物又は史跡    
    名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則」 （昭和二十六年七月十三日文化財保護委    
    員会規則第十号）第４条の規定による
    第四条  法第百二十五条第一項 ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない
    場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 
　　一　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を
    　　 及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状（指定後において現状      
    　　 変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状）に復するとき。 
　　二　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の
    　　 拡大を防止するため応急の措置をするとき。 
　　三　史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不    
    　　 可能である場合において、当該部分を除去するとき。

　史跡の現状変更については、文化財保護法第 125 条第１項に基づき、原則、文化庁長官が許可する。
なお、文化財保護法施行令第５条第４項第１号の規定により、一部を「軽微な現状変更」として市（町
村の場合は都道府県）が許可することができる。軽微な現状変更は、下記のとおり。
①　小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積
　　〔増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積〕が 120 ㎡以下のものをいう。）で２年以内の　　
　　期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築

２.

３.

法令等による規定

現状変更等の手続き

（１）適用の範囲と現状変更等の許可申請の対象となる行為

（１）現状変更等の申請
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②　小規模建築物の新築、増築又は改築（増築又は改築にあっては、建築の日から 50 年を経過してい
　ない小規模建築物に係るものに限る。）であって、指定に係る地域の面積が 150ha 以上である史跡名
　勝天然記念物に係る都市計画法 （昭和 43 年法律第 400 号）第８条第１項第１号の第一種低層住居
　専用地域又は第二種低層住居専用地域におけるもの
③　工作物（建築物を除く。）の設置若しくは改修（改修にあっては、設置の日から 50 年を経過してい
　ない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土そ
　のほか土地の形状の変更を伴わないものに限る。）
④　文化財保護法第 115 条第１項 （同法第 120 条及び第 172 条第５項において準用する場合を含む。）
　に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
⑤　電柱、電線、ガス管、水道管、下水道管そのほかこれらに類する工作物の設置又は改修
⑥　建築物等の除却（建築又は設置の日から 50 年を経過していない建築物等に係るものに限る。）
⑦　木竹の伐採
⑧　史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
⑨　①から⑧までに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域（当該史
　跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会〔当該管理計画が市の区域［管理団体が当該
　都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。］又は町村の区域を対象とす
　る場合に限る。〕又は市の教育委員会〔当該管理計画が特定区域を対象とする場合に限る。〕が定め
　ている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度そ
　のほかの状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。）における現状変更等
　（史跡狭山池には⑨に該当する区域はない）

　現状変更の申請にあたっては、申請書（様式）に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付し、申
請先に関わらず、本市教育委員会事務局教育部歴史文化グループ（以下「本グループ」という。）が提出
窓口となる。
< 必要書類 >
①　現状変更等の設計仕様書及び設計図
②　現状変更等の地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
③　現状変更等に係る地域の、現状変更前のキャビネ型（130mm × 180mm、２Ｌ判程度）の写真
④　現状変更等を必要とする理由を説明する資料があるときは、その資料
⑤　許可申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書
　文化庁長官に申請をする場合、許可申請者が大阪狭山市以外の者であるときは、大阪狭山市の意見書、
申請書は、文化庁への申請の場合は３部、本市教育委員会への申請の場合は２部必要となる。また、
上記の書類は、Ａ４判１枚程度で作成することが望ましい。
　なお、文化庁へ申請する場合は、文化庁で開かれる文化審議会分科会（以下、「分科会」という）に
おいて現状変更の内容を審査する必要があるため、許可書が発行されるまで２か月程度を要する。また分
科会は原則、毎月開催されるが、月によっては開催されない時もあるため、可能な限り早急に本グループ
まで相談に来ていただくことがよい。

４. 現状変更のプロセス

（１）申請
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　許可書が発行されると、現状変更の着工が可能になる。必ず、許可を受けた上で着工しなければなら
ない。着工に関して、申請時の現状変更内容に変更がある場合、又は、期間の延長が必要な場合は、
速やかに本グループまで連絡する必要がある。また、「現状変更終了報告書」に現状変更中および現状
変更後の写真を添付しなければならないので、それらを撮影する必要がある。

　イベント等で、施設やイルミネーションを設置した場合は、原状回復を行わなければならない。また、
着工時と同様、「現状変更終了報告書」に原状回復後の写真を添付しなければならないので、それらを
撮影する必要がある。

　現状変更が終了、または現状変更後の原状回復が終了すると、報告書（様式）に、必要事項を記入し、
下記の必要書類を添付し、速やかに申請先に提出しなければならない。なお、報告先に関わらず、本グルー
プが提出窓口となる。
< 必要書類 >
①　現状変更等の結果（変更作業中及び現状変更後）を示す写真又は見取図。
②　原状回復をした場合は、①に加えて原状回復後を示す写真又は見取図。

報告書は、申請書同様、文化庁への報告の場合は３部、本市教育委員会への報告の場合は２部必要と
なる。また、次頁の書類は、Ａ４判１枚程度で作成することが望ましい。

（２）着工

（３）原状回復

（４）報告
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第 号 
年 月 日 

（あて先）大阪狭山市教育委員会 
 

住 所 
氏名等 印 

 
 

史跡狭山池における現状変更等（ ）許可申請書 
 
国指定史跡（狭山池）内において現状変更等を行いたいので、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

第１２５条第１項及び文化財保護法施行令（昭和５０年政令第２６７号）第５条第４項の規定により、別記１

の関係書類を添付し、下記のとおり申請します。 
 

記 

１ 種 別 及 び 名 称 史跡 狭山池 

２ 指 定 年 月 日 平成２７年３月１０日 

３ 史 跡 の 所 在 地 大阪府大阪狭山市岩室１４０２－１、－２、－８ 他 

４ 所 有 者 の 氏名 又 は名 称 
及 び 住 所 別記２のとおり 

５ 権原に基づく占有者の氏名 
又 は 名 称 及 び 住 所 上記と同じ 

６ 史 跡 管 理 団 体 の 
名 称 及 び 所 在 地 

住 所：大阪府大阪狭山市狭山一丁目２３８４番地の１ 
氏名等：大阪狭山市 

７ 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び 
代表者の氏名並びに事務所の所在地 

住 所： 
氏名等： 

８ 史 跡 の 現 状 変 更 又 は 
保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由  

９ 現 状 変 更 等 の 内 容 
及 び 実 施 の 方 法 別紙のとおり 

１０ 現状変更等により及ぼされ
る 史 跡 へ の 影 響 別紙のとおり 

１１ 現 状 変 更 等の 着 手及 び 
終 了 の 予 定 時 期 

着

手 年  月  日 終

了 年    月    日 

１２
現 状 変 更 等 に 係 る 
地 域 の 地 番  

１３ 現 状 変 更 等 に 係 る 工 事 等 の 施 工 主 体 者 の 
名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 

住 所： 
氏名等： 

１４ その他参考となるべき事項  
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第 号 
年 月 日 

文化庁長官 様 
 

住 所 
氏名等 印 

 
 

史跡狭山池における現状変更等（ ）許可申請書 
 
国指定史跡（狭山池）内において現状変更等を行いたいので、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

第１２５条第１項の規定により、別記１の関係書類を添付し、下記のとおり申請します。 
 

記 

１ 種 別 及 び 名 称 史跡 狭山池 

２ 指 定 年 月 日 平成２７年３月１０日 

３ 史 跡 の 所 在 地 大阪府大阪狭山市岩室１４０２－１、－２、－８ 他 

４ 所 有 者 の 氏名 又 は名 称 
及 び 住 所 別記２のとおり 

５ 権原に基づく占有者の氏名 
又 は 名 称 及 び 住 所 上記と同じ 

６ 史 跡 管 理 団 体 の 
名 称 及 び 所 在 地 

住 所：大阪府大阪狭山市狭山一丁目２３８４番地の１ 
氏名等：大阪狭山市 

７ 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び 
代表者の氏名並びに事務所の所在地 

住 所： 
氏名等： 

８ 史 跡 の 現 状 変 更 又 は 
保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由  

９ 現 状 変 更 等 の 内 容 
及 び 実 施 の 方 法 別紙のとおり 

１０ 現状変更等により及ぼされ
る 史 跡 へ の 影 響 別紙のとおり 

１１ 現 状 変 更 等の 着 手及 び 
終 了 の 予 定 時 期 

着

手 年  月  日 終

了 年    月    日 

１２
現 状 変 更 等 に 係 る 
地 域 の 地 番  

１３ 現 状 変 更 等 に 係 る 工 事 等 の 施 工 主 体 者 の 
名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 

住 所： 
氏名等： 

１４ その他参考となるべき事項  
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第 号

年 月 日

様

住 所

氏名等 印

史跡狭山池における現状変更等（ ）終了報告書

平成 年 月 日付け 第 号で許可を受けた、史跡狭山池における現

状変更等について、現状変更が終了しましたので、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物の現状変更等の許可申請等に関する規則（昭和２６年文化財保護委員会規則第１０号）第３

条の規定により、別添の関係書類とともに、下記のとおり報告します。

記

１ 種 別 及 び 名 称 史跡 狭山池

２ 現 状 変 更 等 の 内 容

３ 現状変更等の許可年月日 年 月 日

４ 終 了 年 月 日 年 月 日

５ 終 了 後 の 現 状

６ その他参考となる事項

※添付書類

現状変更等の結果（変更作業中及び現状変更後）を示す写真又は見取図。原状回復をした場合

は原状回復後を示す写真又は見取図を加える。
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　上記のとおり、史跡の現状変更に関しては、文化庁長官もしくは本市教育委員会の許可を必要とするが、文
化財保護法第 125 条第１項及び特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請
等に関する規則第４条の規定により、「維持の措置」及び「非常災害のために必要な応急措置」（以下「応急措置」
という。）を執る場合、または「保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微なもの」については、許可不要行為として、
許可を受けることなく、現状変更を行うことができる。維持の措置の範囲は以下のとおりである。
①　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすこ
　となく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状（指定後において現状変更等の許可を受
　けたものについては、当該現状変更等の後の原状）に復するとき。 
②　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大
　を防止するため応急の措置をするとき。
③　史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可
　能である場合において、当該部分を除去するとき。また、非常災害のために必要な応急措置を執る場
　合とは、人命にかかわる災害が発生した場合がこれに該当する。

　維持の措置及び応急措置に関して、許可不要行為ではあるが、届出は必要となる。き損または衰亡の
事実を知った日から 10 日以内に、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、「き損届」（文
化財保護法第 127 条が適用する第 33 条）を文化庁長官に提出しなければならない。また、維持の措置
及び応急措置を行った後は、「復旧届」（同法第 127 条）を、文化庁長官に届け出なければならない。
　保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微なものについては、本書で示す許可不要行為に該当する。本
書に掲示のない行為については、許可を要する行為か否かを本グループと協議する必要がある。

５. 許可不要行為
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　史跡の周辺環境は本来、史跡の本質的価値の保護に直接関わるものではないが、史跡環境と一体と
なって景観を形成するものであり、その保全は史跡景観を保護するためにも重要である。
　史跡狭山池に関しては、狭山池を中心とした周辺環境が、史跡の指定内にある本質的価値を持つ枢
要な要素と密接に関わる点から、史跡外、市外にある要素についても「狭山池特有の価値を構成する諸
要素」として分類している。それらの要素は、狭山池の歴史を伝える文化財として所有者及び地域住民
に対して保存活用に対する意識の醸成を目的とした啓発活動を進めなければならない。

１. 史跡狭山池の周辺環境

第３節　史跡狭山池と周辺環境

　本計画の対象となる「史跡狭山池」の構成要素は、本質的な要素と保護活用に必要な要素も含めて、
大阪狭山市内のみにとどまらず、市外に及ぶ。この点をふまえて、本計画の対象となる範囲について、次
のように定義し、次章以降の計画に反映させる。

（１）周辺環境等の範囲

上流部は、狭山池ダムの設定する集水流域
下流部は、狭山池の灌漑範囲

（史跡狭山池の維持継承に関して、意識の啓発・協力の働きかけを行う範囲）

狭山池の堤に立って見える範囲の内、堤から 500m 程度、および大阪狭山市域
（景観コントロールが必要な範囲）

史跡狭山池の範囲・狭山池公園の範囲・埋蔵文化財包蔵地狭山池の範囲
（構成要素の保存を図る範囲）

最大の範囲

中間の範囲

最小の範囲

史跡狭山池保存活用計画の対象範囲

本計画の対象範囲（最大の範囲）
史跡狭山池から見える
稜線を含む国定公園の範囲
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　史跡狭山池の景観の現状については、第２章 第２節 史跡狭山池の環境 ３. 史跡狭山池の景観の現
状において詳しくふれている。ここではそこから見えた景観の課題についてまとめる。
　狭山池を介して望む景観については、稜線を遮断する構造物がいくつか確認できるが、全体としては
遠景を阻害するものは少ないといえる。周遊路に立った時の近景については、周遊路外側に配している
植樹により修景が施されており、全体として統一の取れたものとなっている。また、池内を望む近景でも
護岸に自然石を配し、金属色を目立たないようにするなどの配慮がなされており、落ち着いた空間を形成
している。
　課題としては、周遊路からの近景で、植樹を介して見える周辺道路沿いの構造物の彩色に一部景観保
護色になっていないものがあり、その構造物は狭山池を介して遠景として見た場合も、視覚的に目立つ状
態にあった。周辺に高層建造物も多いが、本計画書で設定した６か所の視点場からは、ほとんどが仰角
15 度以内に収まっているため、圧迫感の少ない空間が形成されているが、史跡狭山池から望む景観でス
カイラインを確保するためには、周辺に高層の構造物が増えないようにする必要がある。併せて、隣接す
る構造物には調和のとれた景観が形成できるように配慮を求めていく必要がある。
　以上のような課題を踏まえ、史跡狭山池の周辺環境の保存について、下記のとおり基本方針を定める。

①　史跡狭山池と一体的な土地利用がなされている指定地外の区域については、適切な保護策を検討
　　する。狭山池の歴史と文化に触れ、親しむことのできる機会の拡大を図り、周辺地域と狭山池が
　　一体となった良好な環境形成に向けて検討する。
②　史跡指定地以外の狭山池公園については、指定地と一体として、史跡の本質的価値を享受するに
　　ふさわしい環境の維持につとめる。
③　狭山池から望む丘陵、山脈の特徴的な景観については、その見通し線（ビスタライン）を確保する
　　とともに、その特徴的な景観と調和の取れた周辺環境を形成するように関係者に働きかける。
④　本市に残る歴史遺産や狭山池の歴史的情報の発信地である府立狭山池博物館・市立郷土資料館
　　を含めた有機的なネットワーク化等による一体的な利用の促進を図る（歴史文化基本構想の策定）。
⑤　狭山池及び下流域、狭山池を含む大阪狭山市の歴史文化に関する各種の調査・研究の推進と調査
　　結果の情報発信を図る。

（２）史跡狭山池の周辺環境の課題

（３）周辺環境の保存の基本方針

　史跡狭山池の指定地内において、一級河川西除川の流路にあたる部分については、流水を利用する
財産区または、市町村の共有地となっている。それ以外の地域については、ダム化工事の際に公有化が
おこなわれている。史跡の保存活用については、その所有者、管理団体とともにすすめる。
　追加指定について、西除など現狭山池の機能を果たしており、また今なお地下に存在する遺構等の保
存を図るため、狭山池の灌漑機能と直接結びつく地域について追加指定を検討する必要がある。
　また、関連する文化遺産の所在地については、調査研究を進め、その価値の証明ができた後、追加
指定の対象として大阪府、文化庁と調整を行い適切な保護をとる。

２. 追加指定と公有化


